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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディジタルインターフェースを介してデータを送受信するデータ送受信装置であって、
　記録媒体に記録された第一のコンテンツ群の管理情報である第一の管理情報と第二のコ
ンテンツ群の管理情報である第二の管理情報とを蓄積するデータ保持手段と、
　前記データ保持手段が保持している前記第一および前記第二の管理情報とリストとを相
互に変換するリスト変換手段と、
　前記リスト変換手段が変換するリストを前記ディジタルインターフェースを介して送受
信するデータ送受信手段とを具備し、
　前記リスト変換手段は、前記第一、第二の管理情報のそれぞれを一コンテンツに対応す
る単位であるオブジェクトに分割し、
　前記第一の管理情報のオブジェクト群から構成される第一のリストと、前記第二の管理
情報のオブジェクト群から構成される第二のリストとを生成し、
　前記第一のコンテンツ群の再生時における前記第二のコンテンツ群の再生順序や再生タ
イミングを記述した第三のリストを生成し、
　外部機器から前記第三のリストに変更を加えると前記変更が前記記録媒体に反映される
か否かを示す情報を前記第三のリストに記述することを特徴とするデータ送受信装置。
【請求項２】
前記リスト変換手段は、前記第一のコンテンツ群の再生時における前記第二のコンテンツ
群のユーザ定義の再生順序や再生タイミングを記述した第四のリストをさらに生成し、
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　外部機器から前記第四のリストに変更を加えると前記変更が前記記録媒体に反映される
か否かを示す情報を前記第四のリストに記述することを特徴とする請求項１記載のデータ
送受信装置。
【請求項３】
前記リスト変換手段は、前記第三のリストに、外部機器から前記第三のリストに変更を加
えると前記変更が前記記録媒体に反映されることを示す情報を記述し、
　前記第四のリストに、外部機器から前記第四のリストに変更を加えると前記変更が前記
記録媒体に反映されないことを示す情報を記述することを特徴とする請求項２記載のデー
タ送受信装置。
【請求項４】
前記第一のコンテンツ群がオーディオデータであり、前記第二のコンテンツ群が静止画デ
ータであることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のデータ送受信装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク、磁気テープ等の記録媒体に記録されたデータをＩＥＥＥ１３９４
等のディジタルインターフェースを介して送受信するデータ送受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ディジタルデータのシリアル伝送方式としてＩＥＥＥ１３９４方式が注目されてい
る。ＩＥＥＥ１３９４方式は、従来のＳＣＳＩ方式等によるコンピュータデータの伝送に
代わって用いることができるだけではなく、ＡＶデータの伝送にも用いることができる。
これはＩＥＥＥ１３９４方式では、２つの通信方法、アシンクロナス通信とアイソクロノ
ス通信が定義されているからである。アイソクロノス通信は、ＡＶデータのようなリアル
タイム性が要求されるデータの伝送に用いることができるデータ伝送方法である。アイソ
クロノス通信では、伝送の開始に先立って、データを伝送するのに必要な帯域を取得する
。そして、その帯域を使ってデータの伝送を行う。これにより、データ伝送のリアルタイ
ム性が保証される。一方、アシンクロナス通信は、コンピュータデータの伝送のような、
リアルタイム性が要求されないデータの伝送に用いるられる伝送方法である。これは、従
来のＳＣＳＩ方式等の伝送方式と同等な方式であると考えることができる。
【０００３】
ＩＥＥＥ１３９４上の上位伝送プロトコルとして、種々の方法が提案されているが、その
うちの一つとしてＡＶプロトコルと呼ばれるものがある。ＡＶプロトコルは、ＩＥＣ６１
８８３として規格化されているものであり、リアルタイム性が必要となるＡＶデータをア
イソクロノス通信で送受信する方法、機器に与える制御コマンドをアシンクロナス通信で
送受信する方法、等が規定されている。
【０００４】
さて、上記制御コマンドの体系のうちの一つとしてＡＶ／Ｃコマンドがある。ＡＶ／Ｃコ
マンドでは、ＶＣＲ等に対する制御コマンドが規定されている。また、ＡＶ／Ｃコマンド
では機器が所有する情報（機器の状態、記録媒体の管理情報など）をリスト構造を用いて
表現する方法が規定されている。従来例としてこの方法を図１２を用いて説明する。
【０００５】
図１２は、ＡＶ／Ｃコマンドで規定されているリスト構造の一例を示す模式図である。リ
ストＡ２００１の図で示すように、リストはリストヘッダ２００２と０個以上のオブジェ
クト２００３から構成される。リストヘッダ２００１にはリストＡ２００１全体に関する
情報を記述する。また、オブジェクトは例えばディスクに記録されているオーディオトラ
ックのような単位に相当するものであり、オブジェクト２００３には、例えば各オーディ
オトラックに関する管理情報を記述する。また、オブジェクトとしてコンピュータのファ
イルシステムにおけるディレクトリの概念と同じものを持つこともでき、これにより階層
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構造を有するリストを表現することもできる。図１２では、リストＡ２００１のオブジェ
クト＃３がディレクトリを示すオブジェクトである場合を示しており、リストＡ２００１
のオブジェクト＃３の下の階層のリストとしてリストＢを有する場合を示している。
【０００６】
このようなリストを機器の内部で生成し、このリストに外部機器がＩＥＥＥ１３９４を介
してアクセスすることにより、外部機器は相手の機器が所有する情報を得ることができる
。
【０００７】
またオブジェクトがＡＶデータ等の管理情報を含んでいるような場合には、そのオブジェ
クトのＩＤを指定して再生コマンド等を機器に送ることにより、記録媒体に記録されてい
るＡＶデータを再生させることもできる。さらに、リストを指定して再生コマンドを機器
に送った場合には、そのリストに記述されている順序でＡＶデータを再生する。
【０００８】
またこのリスト構造を用いて様々な情報を記述することができる。例えばＡＶディスクを
扱う機器の場合には、ディスクに記録されている内容を記述することもできるし、プログ
ラム再生の順序を記述することもできる。プログラム再生の順序を記述しているリストに
対して外部からアクセスすることにより、外部機器からプログラム再生の順序を指定する
こともできる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の方法では、ＡＶデータの属性データであるテキスト情報やテキス
トファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理情報からリンクを
辿ってアクセスする際に、テキスト情報およびテキストファイルにアクセスする手順が異
なり、外部機器からのアクセスが困難であった。
【００１０】
また上記従来の方法では、ＡＶデータの属性データであるテキスト情報やテキストファイ
ルに対して外部機器からアクセスする際に、外部機器が新たにタイトル等の情報を書き込
む場合に、外部機器が書き込む位置を設定しなければならず、処理が複雑であった。
【００１１】
また上記従来の方法では、ＡＶデータが削除された場合に、削除されたＡＶデータに対応
するオブジェクトからリンクされている他のオブジェクトを外部機器が削除しなければな
らず、処理が複雑であった。
【００１２】
また上記従来の方法では、外部機器からのコマンドにより記録媒体に記録されているＡＶ
データを分割した場合に、新たに生成されたＡＶデータに対応する管理情報に対応するオ
ブジェクトを外部機器が生成する必要があり、処理が複雑であった。
【００１３】
また上記従来の方法では、ＡＶデータ、静止画データ、テキストファイル等のデータを外
部機器からの制御により同期して再生する処理が複雑であり、かつ静止画データの出力タ
イミング等を外部機器から制御する方法も複雑であった。
【００１４】
また上記従来の方法では、記録媒体に記録されている同期再生方法を記述するリストとユ
ーザ定義の同期再生方法を記述するリストの区別がなく、外部機器からの制御が複雑であ
った。
【００１５】
このように、上記従来の方法では、数多くの問題点を有していた。
本発明は上記従来の問題点を解決するもので、ＡＶデータの属性データであるテキスト情
報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理情報か
らリンクを辿ってアクセスする際に、テキスト情報およびテキストファイルにアクセスす
る手順を統一することができるデータ送受信装置を提供することを目的とする。
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【００１６】
また、ＡＶデータの属性データであるテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器
からアクセスする際に、外部機器が新たにタイトル等の情報を書き込む場合に、外部機器
が書き込む位置を設定する必要がないデータ送受信装置を提供することを目的とする。
【００１７】
また、ＡＶデータが削除された場合に、削除されたＡＶデータに対応するオブジェクトか
らリンクされている他のオブジェクトを外部機器が削除する必要がないデータ送受信装置
を提供することを目的とする。
【００１８】
また、外部機器からのコマンドにより記録媒体に記録されているＡＶデータを分割した場
合に、新たに生成されたＡＶデータに対応する管理情報に対応するオブジェクトを外部機
器が生成する必要のないデータ送受信装置を提供することを目的とする。
【００１９】
また、ＡＶデータ、静止画データ、テキストファイル等のデータを外部機器からの制御に
より同期して再生することが簡易に実現でき、かつ簡易な方法で静止画データの出力タイ
ミング等も外部機器から制御することができるデータ送受信装置を提供することを目的と
する。
【００２０】
また、記録媒体に記録されている同期再生方法を記述するリストとユーザ定義の同期再生
方法を記述するリストを簡易に区別することのできるデータ送受信装置を提供することを
目的とする。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のデータ送受信装置は、ディジタルインターフェー
スを介してデータを送受信するデータ送受信装置であって、記録媒体に記録された第一の
コンテンツ群の管理情報である第一の管理情報と第二のコンテンツ群の管理情報である第
二の管理情報とを蓄積するデータ保持手段と、前記データ保持手段が保持している前記第
一および前記第二の管理情報とリストとを相互に変換するリスト変換手段と、前記リスト
変換手段が変換するリストを前記ディジタルインターフェースを介して送受信するデータ
送受信手段とを具備し、前記リスト変換手段は、前記第一、第二の管理情報のそれぞれを
一コンテンツに対応する単位であるオブジェクトに分割し、前記第一の管理情報のオブジ
ェクト群から構成される第一のリストと、前記第二の管理情報のオブジェクト群から構成
される第二のリストとを生成し、前記第一のコンテンツ群の再生時における前記第二のコ
ンテンツ群の再生順序や再生タイミングを記述した第三のリストを生成し、外部機器から
前記第三のリストに変更を加えると前記変更が前記記録媒体に反映されるか否かを示す情
報を前記第三のリストに記述する構成を有している。
【００２７】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
本発明のデータ送受信装置の第一の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
図１は、記録再生信号処理手段１０１、システム制御手段１０３、データ保持手段１０４
、データ送受信手段１０５、光ヘッド１０６、光ディスク１０７、ディジタルインターフ
ェース１０８、リスト変換手段１０９から構成されるデータ送受信装置のブロック図であ
る。
【００２８】
図１のデータ送受信装置の動作について説明する。ここで光ディスク１０７には、オーデ
ィオデータおよびそのオーディオデータの付属データ、およびこれらのデータの管理情報
が記録されているとする。図１のデータ送受信装置は、光ディスク１０７が装着されると
、管理情報データを再生する。再生されたデータは、記録再生信号処理手段１０１によっ
て復調、ＥＣＣ復号等の処理を施されて、システム制御手段１０３に入力される。システ
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ム制御手段１０３に入力された管理情報データはデータ保持手段１０４に入力され、デー
タ保持手段１０４で保持される。
【００２９】
光ディスク１０７に記録されているオーディオデータの付属データとしては、歌詞、アー
ティスト情報を含んだテキストデータファイルが記録されているとする。また、データ保
持手段１０４で保持される管理情報データとしては、オーディオデータの再生時間、タイ
トル、オーディオデータ数（曲数）、オーディオデータとテキストデータファイルの関係
（どのオーディオデータにどのテキストデータファイルが付属しているかを示す情報）、
テキストデータファイルの大きさ等があるとする。
【００３０】
ここで外部装置からディジタルインターフェース１０８を介して光ディスク１０７のオー
ディオデータの管理情報を入出力する場合について説明する。管理情報の入出力は、管理
情報をリスト構造を用いて表現し、そのリストにアクセス（読み出し、書き込み）を行う
ことにより行う。
【００３１】
外部装置からディジタルインターフェース１０８を介して、光ディスク１０７に記録され
たオーディオデータの管理情報を読み出す命令パケットがデータ送受信手段１０５に入力
されると、データ送受信手段１０５は命令パケットのヘッダ等の解析を行い、その命令を
システム制御手段１０３に入力する。システム制御手段１０３は読み出し命令を受信する
と、データ保持手段１０４に保持された管理情報をリスト変換手段１０９に対して出力す
る。リスト変換手段１０９はデータ保持手段１０４から管理情報を受け取ると、それを予
め定められたリスト構造に変換し、システム制御手段１０３に対して出力する。システム
制御手段１０３はリスト変換手段１０３から入力されたリストをデータ送受信手段１０５
に対して出力し、データ送受信手段１０５はそのリストにヘッダ等を付加してパケット化
し、ディジタルインターフェース１０８に対して出力する。
【００３２】
また、外部装置からディジタルインターフェース１０８を介して、光ディスク１０７に記
録されたオーディオデータの管理情報を書き込む命令を示すパケットがデータ送受信手段
１０５に入力されると、データ送受信手段１０５はパケットのヘッダ等の解析を行い、そ
の命令をシステム制御手段１０３に入力する。またシステム制御手段１０３は書き込み命
令を受信すると、リスト変換手段１０９が保持しているリストに対して書き込み命令に記
述された書き込みを行う。そしてリスト変換手段１０９に対して行われた変更をデータ保
持手段１０４に保持されている管理情報に対しても行う。システム制御手段１０３は、光
ディスク１０７が排出されるときなどにデータ保持手段１０４に保持された管理情報を読
み出して、記録再生信号処理手段１０１を介して光ディスク１０７に記録する。
【００３３】
ここでリスト変換手段１０９が生成するリストの構造を図２に示す。図２は、コンテンツ
リスト２７１、オーディオリスト２０１、タイトルリスト２３１、テキストファイルリス
ト２５１の構造を示した模式図である。ここでは光ディスク１０７には曲Ａ、Ｂの２曲分
のオーディオデータが記録されているとする。ここでは、オーディオデータの管理情報の
うち、タイトル情報をコンテンツリスト２７１とは独立してタイトルリスト２３１で表現
している。
【００３４】
コンテンツリスト２７１は、光ディスク１０７に記録されているデータの全体を示すリス
トである。コンテンツリスト２７１は第一～第三オブジェクト２７３～２７５を含んでい
る。第一～第三オブジェクト２７３～２７５はディレクトリを表すオブジェクトであり、
それぞれオーディオリスト２０１、タイトルリスト２３１、テキストファイルリスト２５
１を一階層下のリストとして有している。
【００３５】
オーディオリスト２０１は、リストヘッダ２０２、第一オブジェクト２０３、第二オブジ
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ェクト２０４から構成される。ここで第一オブジェクト２０３、第二オブジェクト２０４
はそれぞれ曲Ａ、Ｂの管理情報に対応している（オーディオデータそのものではない）。
また、リストヘッダ２０２は、曲数（オブジェクト数）２１３から構成されている。ここ
では曲数は２となる。また、第一オブジェクト２０３、第二オブジェクト２０４はそれぞ
れ各曲の再生時間２２１、２２４、各曲のタイトルへのポインタ２２２、２２５、各曲の
テキストファイルへのポインタ２２３、２２６から構成される。
【００３６】
タイトルリスト２３１の各オブジェクトはタイトルデータそのものが記述されている。こ
こでは第一オブジェクト２３３に曲Ａのタイトルが、第二オブジェクト２３４に曲Ｂのタ
イトルが記述されているとする。そして、曲Ａを示すオブジェクトである第一オブジェク
ト２０３内のタイトルへのポインタ２２２には、タイトルリスト２３１の第一オブジェク
ト２３３へのリンク情報（第一オブジェクト２３３のＩＤ）が記述されている。曲Ｂを示
すオブジェクトである第二オブジェクト２０４内のタイトルへのポインタ２２５には、タ
イトルリスト２３１の第二オブジェクト２３４へのリンク情報（第二オブジェクト２３４
のＩＤ）が記述されている。これにより、外部機器はディジタルインターフェース１０８
を介して、データ送受信装置が保有するオーディオリストのオブジェクトからそのオブジ
ェクト（曲）に対応するタイトルを探し出すことができる。例えば、外部機器が曲Ｂのタ
イトルにアクセスしたい場合には、まずコンテンツリスト２７１を読み出してオーディオ
リストのＩＤを取得する。そしてオーディオリストのＩＤを元にして、オーディオリスト
２０１を読み出し、曲Ｂのタイトルへのポインタ２２５を得る。そして、このポインタ２
２５を元にタイトルリスト２３１の第二オブジェクト２３４、すなわち曲Ｂのタイトル２
４２にアクセスすることができる。
【００３７】
テキストファイルリスト２５１の各オブジェクトはテキストファイルに関する管理情報（
テキストファイルのデータそのものではない）が記述されている。テキストファイルに関
する管理情報としては、そのテキストファイルに記述されている内容（歌詞ファイルであ
るか、アーティスト情報ファイルであるか等の識別子）やファイルサイズ、ファイルの作
成日時、等の情報がある。ここでは第一オブジェクト２５３に曲Ａのテキストファイルに
関する情報が、第二オブジェクト２５４に曲Ｂのテキストファイルに関する情報が記述さ
れているとする。そして、曲Ａを示すオブジェクトである第一オブジェクト２０３内のテ
キストファイル情報へのポインタ２２３には、テキストファイルリスト２５１の第一オブ
ジェクト２５３へのリンク情報（第一オブジェクト２５３のＩＤ）が記述されている。ま
た、曲Ｂを示すオブジェクトである第二オブジェクト２０４内のテキストファイル情報へ
のポインタ２２６には、テキストファイルリスト２５１の第二オブジェクト２５４へのリ
ンク情報（第二オブジェクト２５４のＩＤ）が記述されている。これにより、外部機器は
ディジタルインターフェース１０８を介して、データ送受信装置が保有するオーディオリ
ストのオブジェクトからそのオブジェクト（曲）に対応するテキストファイルの情報を探
し出すことができる。例えば、外部機器が曲Ｂの歌詞ファイルの管理情報にアクセスした
い場合には、まずコンテンツリスト２７１を読み出してオーディオリストのＩＤを取得す
る。そしてオーディオリストのＩＤを元にして、オーディオリスト２０１を読み出し、曲
Ｂのテキストファイル情報へのポインタ２２６を得る。そして、このポインタ２２６を元
にテキストファイルリスト２５１の第二オブジェクト２５４の中に記述されている曲Ｂの
歌詞ファイルの管理情報２６３にアクセスすることができる。また、歌詞ファイルやアー
ティスト情報ファイルのデータをディスクから再生出力させる場合には、テキストファイ
ルリスト２５１のオブジェクトを指定して再生コマンド（データ出力コマンド）を外部機
器からデータ送受信装置に対して送信することにより、データを出力させることができる
。
【００３８】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
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記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。
【００３９】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テ
キスト情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテ
キスト情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器から
のアクセスの簡易化を図ることができる。
【００４０】
（実施の形態２）
本発明のデータ送受信装置の第二の実施の形態について、図１、図３を参照しながら説明
する。
【００４１】
図１のデータ送受信装置の基本的動作については第一の実施の形態と同様である。
【００４２】
ここでリスト変換手段１０９が生成するリストの構造を図３に示す。図３は、コンテンツ
リスト２７１、オーディオリスト２０１、タイトルリスト２３１、テキストファイルリス
ト２５１の構造を示した模式図である。ここでは光ディスク１０７には曲Ａ、Ｂの２曲分
のオーディオデータが記録されているとする。
【００４３】
コンテンツリスト２７１、オーディオリスト２０１、タイトルリスト２３１、テキストフ
ァイルリスト２５１の基本的構造は第一の実施の形態と同様である。第二の実施の形態で
は、曲Ｂのタイトル情報およびテキストファイルが光ディスク１０７に記録されていない
場合の動作について説明する。
【００４４】
この際、タイトルリスト２３１には曲Ｂに対応するオブジェクトである第二オブジェクト
３３４は存在するが、その中身（タイトル３４２）は何も記述されず空の状態とする。こ
こで外部機器が曲Ｂのタイトルを書き込む場合について説明する。まずコンテンツリスト
２７１を読み出してオーディオリストのＩＤを取得する。そしてオーディオリストのＩＤ
を元にして、オーディオリスト２０１を読み出し、曲Ｂのタイトルへのポインタ２２５を
得る。これにより、曲Ｂのタイトルが、タイトルリスト２３１の第二オブジェクト３３４
に記述されるべきであることがわかる。そして、外部機器は所望のタイトルをタイトルリ
スト２３１の第二オブジェクト３３４に書き込む。これにより、外部機器から光ディスク
１０７に記録されている曲Ｂに対してタイトル３４２を付加することができる。
【００４５】
また、テキストファイルリスト２５１には曲Ｂに対応するオブジェクトである第二オブジ
ェクト３５４は存在するが、その中身（歌詞ファイルの管理情報３６３、アーティスト情
報ファイルの管理情報３６４）は何も記述されず空の状態とする。ここで外部機器が曲Ｂ
の歌詞ファイルの管理情報を書き込む場合について説明する。まずコンテンツリスト２７
１を読み出してオーディオリストのＩＤを取得する。そしてオーディオリストのＩＤを元
にして、オーディオリスト２０１を読み出し、曲Ｂのテキストファイル情報へのポインタ
２２６を得る。これにより、曲Ｂのテキストファイル情報が、テキストファイルリスト２
５１の第二オブジェクト３５４に記述されるべきであることがわかる。そして、外部機器
は所望の歌詞ファイルの管理情報をテキストファイルリスト２５１の第二オブジェクト３
５４内の歌詞ライフの管理情報３６３に書き込む。これにより、外部機器から光ディスク
１０７に記録されている曲Ｂに対してテキストファイルの管理情報を付加することができ
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る。
【００４６】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。この際に、ＡＶデータに対応するテキストデータ等が記録媒体に記
録されていない場合には、テキストデータ等のリスト内のオブジェクトを空としておく。
【００４７】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テ
キスト情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテ
キスト情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器から
のアクセスの簡易化を図ることができる。またこの際に、タイトル等のテキスト情報等が
記録媒体に記録されていなくても空のオブジェクトを生成しておくので、外部機器が新た
にタイトル等の情報を書き込む場合に、書き込む位置を予め設定しておくことができる。
【００４８】
（実施の形態３）
本発明のデータ送受信装置の第三の実施の形態について、図１、図２、図４を参照しなが
ら説明する。
【００４９】
図１のデータ送受信装置の基本的動作については第一の実施の形態と同様である。また光
ディスク１０７には第一の実施の形態と同じデータが記録されているとする。すなわち、
初期状態においてリスト変換手段１０９が生成するリストの構造は図２の通りである。
【００５０】
今ここで、曲Ｂが削除された場合のデータ送受信装置の動作について説明する。この際、
曲Ｂに対応するオブジェクトであるオーディオリスト２０１の第二オブジェクト２０４が
削除される。これにより第二オブジェクト２０４の中身である再生時間２２４、タイトル
へのポインタ２２５、テキストファイル情報へのポインタ２２６も削除される。そして、
タイトルへのポインタ２２５が指している先、すなわちタイトルリスト２３１の第二オブ
ジェクト２３４、およびテキストファイル情報へのポインタ２２６が指している先、すな
わちテキストファイルリスト２５１の第二オブジェクト２５４も削除される。これらのオ
ブジェクトの削除は、タイトル２４２、歌詞ファイルの管理情報２６３、アーティスト情
報ファイルの管理情報２６４の削除を意味する。
【００５１】
以上の動作により、曲Ｂが削除された後にリスト変換手段１０９が生成するリスト構造は
図４のようになる。
【００５２】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。そしてＡＶデータが削除された場合には、削除されたＡＶデータに
対応するオブジェクトからリンクされているタイトルリスト内のオブジェクトおよびテキ
ストファイル内のオブジェクトも同時に削除する。
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【００５３】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テ
キスト情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテ
キスト情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器から
のアクセスの簡易化を図ることができる。またこの際に、ＡＶデータが削除された場合に
、削除されたＡＶデータに対応するオブジェクトからリンクされているタイトルリスト内
のオブジェクトおよびテキストファイル内のオブジェクトも同時に削除するので、削除さ
れたＡＶデータに対応する管理情報や管理情報（テキスト情報やテキストファイル）を外
部機器が削除する必要がなく、リスト管理の一元化を図ることができる。また、記録媒体
に記録された内容を即座にリストに反映することができる。
【００５４】
（実施の形態４）
本発明のデータ送受信装置の第四の実施の形態について、図１、図２、図５を参照しなが
ら説明する。
【００５５】
図１のデータ送受信装置の基本的動作については第一の実施の形態と同様である。また光
ディスク１０７には第一の実施の形態と同じデータが記録されているとする。すなわち、
初期状態においてリスト変換手段１０９が生成するリストの構造は図２の通りである。
【００５６】
今ここで、曲Ｂが分割されて曲Ｂａと曲Ｂｂになる場合のデータ送受信装置の動作につい
て図５を用いて説明する。この際、曲Ｂに対応するオブジェクトであるオーディオリスト
２０１の第二オブジェクト２０４が２つに分割されて、第二オブジェクト５０４と第三オ
ブジェクト５０５となる。ここで第二オブジェクト５０４の構成は分割される前の第二オ
ブジェクト２０４と同じである。ただし、再生時間２２４は分割された分だけ短い値とな
る。
【００５７】
また新たに生成されたオブジェクトである第三オブジェクト５０５は、第一オブジェクト
２０３、第二オブジェクト５０４と同様に、再生時間５２７、タイトルへのポインタ５２
８、テキストファイル情報へのポインタ５２９から構成される。
【００５８】
またタイトルリスト２３１には、新たに第三オブジェクト５３５が生成され、タイトルへ
のポインタ５２８には、タイトルリスト２３１の第三オブジェクト５３５へのポインタ（
ＩＤ）が記述される。タイトルリスト２３１の第三オブジェクト５３５の内容は、曲Ｂｂ
のタイトル５４３である。分割された時点でのタイトル５４３の内容は、曲Ｂのタイトル
をそのままコピーした内容を保持する、または空である、等の状態を取ることができる。
【００５９】
またタイトルファイルリスト２５１には、新たに第三オブジェクト５５５が生成され、タ
イトルへのポインタ５２９には、タイトルファイルリスト２５１の第三オブジェクト５５
５へのポインタ（ＩＤ）が記述される。タイトルファイルリスト２５１の第三オブジェク
ト５５５の内容は、第一オブジェクト２５３、第二オブジェクト２５４と同様の構成であ
り、曲Ｂｂに対応する歌詞ファイルの管理情報５６５、アーティスト情報ファイルの管理
情報５６６から構成される。曲Ｂが分割された時点での曲Ｂｂの歌詞ファイル（テキスト
ファイルそのもの）は、曲Ｂが分割された時点からの歌詞データを含むファイル、または
空ファイル、等の状態を取ることができる。また曲Ｂが分割された時点での、曲Ｂｂのア
ーティスト情報ファイル（テキストファイルそのもの）は、曲Ｂのアーティスト情報ファ
イルのコピー、または空ファイル等の状態を取ることができる。テキストファイルの状態
により、曲Ｂｂに対応する歌詞ファイルの管理情報５６５やアーティスト情報ファイルの
管理情報５６６の内容（例えばファイルサイズ）は決定される。
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【００６０】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。そしてあるＡＶデータが分割された場合には、分割された新たに生
成されたＡＶデータに対応するテキストデータ、テキストファイルの管理情報を新しいオ
ブジェクトとしてテキストデータ、テキストファイルの管理情報のリストに追加する。そ
して、新たに生成されたＡＶデータに対応するオブジェクトに、新たに生成されたテキス
トデータ、テキストファイルの管理情報のオブジェクトに対するリンク情報を記述する。
【００６１】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テ
キスト情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテ
キスト情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器から
のアクセスの簡易化を図ることができる。またこの際に、あるＡＶデータが分割された場
合に、分割されて新たに生成されたＡＶデータについても、タイトルリスト内のオブジェ
クトおよびテキストファイル内のオブジェクトを生成し、新たに生成されたＡＶデータの
オブジェクトからリンクを張る。よって、外部機器からのコマンドにより記録媒体に記録
されているＡＶデータを分割した場合でも、外部機器からは新たに生成されたＡＶデータ
に対応する管理情報や管理情報（テキスト情報やテキストファイル）に対応するオブジェ
クトを生成する必要がなく、リスト管理の一元化、処理の簡略化を図ることができる。
【００６２】
（実施の形態５）
本発明のデータ送受信装置の第五の実施の形態について、図１、図６を用いて説明する。
図１のデータ送受信装置の基本的動作については第一の実施の形態と同様である。
【００６３】
ここでは光ディスク１０７には、オーディオデータ（曲Ａ、Ｂ）、静止画データ（Ａ～Ｄ
）、ディスクおよび曲Ａ、Ｂに付属するテキストファイル（歌詞ファイル、アーティスト
情報ファイル）が記録されているとする。
【００６４】
ここでリスト変換手段１０９が生成するリストの構造を図６に示す。図６は、コンテンツ
リスト２７１、オーディオリスト６０１、静止画リスト６３１、テキストファイルリスト
６５１の構造を示した模式図である。
【００６５】
コンテンツリスト２７１は、光ディスク１０７に記録されているデータの全体を示すリス
トである。コンテンツリスト２７１は第一～第三オブジェクト２７３～２７５を含んでい
る。第一～第三オブジェクト２７３～２７５はディレクトリを表すオブジェクトであり、
それぞれオーディオリスト６０１、タイトルリスト６３１、テキストファイルリスト６５
１を一階層下のリストとして有している。
【００６６】
オーディオリスト６０１は、リストヘッダ６０２、第一オブジェクト６０３、第二オブジ
ェクト６０４、第三オブジェクト６０５から構成される。ここで第一オブジェクト６０３
はディスク全体に対応し、第二オブジェクト６０４および、第三オブジェクト６０５はそ
れぞれ曲Ａ、Ｂの管理情報に対応している。また、リストヘッダ６０２は、オブジェクト
数６１３から構成されている。ここではオブジェクト数は３となる。
【００６７】
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第一オブジェクト６０３は、ディスク全体の管理情報６２１、テキストファイル情報への
ポインタ６２２からなる。ここでテキスト情報へのポインタ６２２が指す先にあるテキス
トファイルはディスク全体を代表するテキストファイルであり、例えば一アーティストに
より生成されたオーディオデータのみが記録されている場合のアーティスト情報のような
テキストファイルである。このようなテキストファイルは、例えばディスクが停止してい
るときに再生するような目的で用いられる。第二オブジェクト６０４、第三オブジェクト
６０５はそれぞれ曲Ａ、Ｂの管理情報（再生時間、記録日時、データフォーマット等）６
２３、６２５およびテキストファイル情報へのポインタ６２４、６２６から構成される。
【００６８】
静止画リスト６３１は、リストヘッダ６３２、第一オブジェクト６３３～第四オブジェク
ト６３６から構成される。第一オブジェクト６３３～第四オブジェクト６３６はそれぞれ
静止画Ａ～Ｄにそれぞれ対応する。そして、第一オブジェクト６３３～第四オブジェクト
６３６はそれぞれ静止画Ａ～Ｄの管理情報（データサイズ、データフォーマット等）６４
１～６４４を含んでいる。ここで第一オブジェクトとして管理情報が含まれている静止画
Ａは、ディスク全体を代表する静止画であり、例えばジャケットピクチャのようなもので
ある。このような静止画は、例えばディスクが停止しているときに再生するような目的で
用いられる。
【００６９】
テキストファイルリスト６５１は、リストヘッダ６５２、第一オブジェクト６５３～第三
オブジェクト６５５から構成される。第一オブジェクト６５３は、ディスク全体を代表す
るテキストファイルの管理情報を含んでおり、ここではアーティスト情報ファイル管理情
報６６２を含んでいる。また、第二オブジェクト６５４は曲Ａの付属データであるテキス
トファイルの管理情報を示しており、アーティスト情報ファイルの管理情報６６３を含ん
でいる。また、第三オブジェクト６５５は曲Ｂの付属データであるテキストファイルの管
理情報を示しており、アーティスト情報ファイルの管理情報６６４を含んでいる。
【００７０】
また、オーディオリスト６０１の第一～第三オブジェクト６０３～６０５に記述されてい
るテキストファイル情報へのポインタ６２２、６２４、６２６は、それぞれテキストファ
イルリスト６５１の第一～第三オブジェクト６５３～６５５へのリンク情報（テキストフ
ァイルリスト６５１の第一～第三オブジェクト６５３～６５５のＩＤ）が記述されている
。
【００７１】
これにより、外部機器はディジタルインターフェース１０８を介して、データ送受信装置
が保有するオーディオリストのオブジェクトからそのオブジェクト（曲）に対応するテキ
ストファイルの情報を探し出すことができる。例えば、外部機器が曲Ｂの歌詞ファイルの
管理情報にアクセスしたい場合には、まずコンテンツリスト２７１を読み出してオーディ
オリストのＩＤを取得する。そしてオーディオリストのＩＤを元にして、オーディオリス
ト６０１を読み出し、曲Ｂのテキストファイル情報へのポインタ６２６を得る。そして、
このポインタ６２６を元にテキストファイルリスト６５１の第三オブジェクト６５５の中
に記述されている曲Ｂの歌詞ファイルの管理情報６６４にアクセスすることができる。
【００７２】
また、ディスク全体を代表する静止画およびテキストファイルに関する管理情報はそれぞ
れ静止画リスト６３１、テキストファイルリスト６５１の第一オブジェクトとして記述さ
れているので、外部機器からディスク全体を代表する静止画およびテキストファイルの管
理情報にアクセスする場合には、コンテンツリスト２７１を読み出して静止画リスト６３
１、テキストファイルリスト６５１のＩＤを読み出した後に、静止画リスト６３１、テキ
ストファイルリスト６５１の第一オブジェクトにアクセスする。また、ディスク全体を代
表する静止画およびテキストファイルのデータを再生させる場合には、コンテンツリスト
２７１を読み出して静止画リスト６３１、テキストファイルリスト６５１のＩＤを読み出
した後に、静止画リスト６３１、テキストファイルリスト６５１の第一オブジェクトを指
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定して再生コマンド（データ出力コマンド）を外部機器からデータ送受信装置に対して送
信する。
【００７３】
また外部機器からオーディオリスト６０１を指定して再生コマンドが送られてきた場合に
は、第一オブジェクト６０３は無視して、第二オブジェクト（曲Ａ）から再生を開始する
。これにより、光ディスク１０７に記録された順序でオーディオデータの再生を行うこと
ができる。
【００７４】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに
対する歌詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインタ
ーフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そ
のリスト構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理
情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストデー
タおよびテキストファイルの管理情報のリストへのポインタを記述する。このリスト生成
の際には、記録媒体を代表する静止画やテキストファイルは、リストの先頭のオブジェク
トとして記述する。また、ＡＶデータの管理情報のリストの先頭のオブジェクトにはディ
スク全体の管理情報を記述する。また、ＡＶデータのリストを指定した再生コマンドが外
部機器から送信されてきた場合には、ＡＶデータのリストの先頭のオブジェクトは無視し
て、第二オブジェクトに対応するＡＶデータから再生を開始する。
【００７５】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、記
録媒体全体の管理情報や記録媒体を代表する静止画やテキストファイルは、リストの先頭
のオブジェクトとして記述されているので、各リストの先頭は必ず記録媒体全体を表現す
るオブジェクトであることから、リスト構造の統一化を図ることができ、かつ外部機器か
らこれらのデータまたはこれらのデータの管理情報にアクセスする際にアクセスの簡易化
を図ることができる。また、ＡＶデータのリストを指定した再生コマンドが外部機器から
送信されてきた場合には、第二オブジェクトに対応するＡＶデータから再生を開始するの
で、記録媒体に記録されたＡＶデータ順に正しく再生を行うことができる。
【００７６】
（実施の形態６）
本発明のデータ送受信装置の第六の実施の形態について、図１、図６、図７、図８、図９
を用いて説明する。図１のデータ送受信装置の基本的動作については第一の実施の形態と
同様である。
【００７７】
ここでは光ディスク１０７には、オーディオデータ（曲Ａ、Ｂ）、静止画データ（Ａ～Ｄ
）、ディスクおよび曲Ａ、Ｂに付属するテキストファイル（歌詞ファイル、アーティスト
情報ファイル）が記録されているとする。また管理情報として静止画データＡ～Ｄをオー
ディオデータが再生された場合にオーディオデータに同期してどのようなタイミングでど
れだけの期間表示するかを示す情報が記録されているとする。
【００７８】
ここでリスト変換手段１０９が生成するリストの構造を図６の通りであり、これは第五の
実施の形態で説明したものである。リスト変換手段１０９は、図６に示すリストに加えて
、図７のプログラム再生リスト７０１、同期プログラム再生リスト７５１を生成する。
【００７９】
プログラム再生リスト７０１は、オーディオデータに対する静止画データの再生のタイミ
ングを記述するためのリストである。
【００８０】
プログラム再生リスト７０１は、リストヘッダ７０２、第一オブジェクト～第三オブジェ
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クト７０３～７０５から構成される。ここで第一オブジェクト～第オブジェクト７０３～
７０５はディレクトリオブジェクトであり、それぞれ下の階層のリストであるプログラム
再生リストＡ～Ｃ７１１、７２１、７３１を有している。プログラム再生リスト７０１の
第一オブジェクト７０２の下の階層のリストであるプログラム再生リストＡ７１１は、リ
ストヘッダ７１２、第一オブジェクト７１３から構成され、第一オブジェクト７１３はデ
ィスク全体を代表する静止画Ａの管理情報へのポインタ、すなわちオブジェクト６３３へ
のポインタ７４１が記述されている。またプログラム再生リストＢ７２１はオーディオリ
スト６０１の第二オブジェクト６０４と同期して再生すべき静止画の情報が記述されてお
り、リストヘッダ７２２、第一オブジェクト７２３、第二オブジェクト７２４から構成さ
れる。ここでは光ディスク１０７には、図８（ａ）に示すように曲Ａに対して静止画Ｂ、
Ｃがあるタイミングで表示されるように記述された管理情報が記録されているとする。プ
ログラム再生リストＢ７２１の第一オブジェクト７２３には静止画Ｂの管理情報へのポイ
ンタ、すなわちオブジェクト６３４へのポインタ７４３と静止画Ｂの再生タイミング情報
７４４が記述されている。また、プログラム再生リストＢ７２１の第一オブジェクト７２
４には静止画Ｃの管理情報へのポインタ、すなわちオブジェクト６３５へのポインタ７４
５と静止画Ｃの再生タイミング情報７４６が記述されている。またプログラム再生リスト
Ｃ７３１はオーディオリスト６０１の第三オブジェクト６０５と同期して再生すべき静止
画の情報が記述されており、リストヘッダ７３２、第一オブジェクト７３３から構成され
る。ここでは光ディスク１０７には、図８（ａ）に示すように曲Ｂに対して静止画Ｄがあ
るタイミングで表示されるように記述された管理情報が記録されているとする。プログラ
ム再生リストＣ７３１の第一オブジェクト７３３には静止画Ｃの管理情報へのポインタ、
すなわちオブジェクト６３６へのポインタ７４７と静止画Ｃの再生タイミング情報７４８
が記述されている。
【００８１】
同期プログラム再生リスト７５１は、オーディオデータ、静止画データ、テキストファイ
ルを同期して再生することを示すためのリストである。同期プログラム再生リスト７５１
は、リストヘッダ７５２、第一オブジェクト７５３、第二オブジェクト７５４から構成さ
れる。リストヘッダ７５２には、同期して再生したいリストの番号を指定する。ここでは
、オーディオリスト６０１、テキストファイルリスト６５１、プログラム再生リスト７０
１を同期して再生させたいので、これら３つのリストの番号をリスト番号７６１に記述す
る。第一オブジェクト７５３、第二オブジェクト７５４には３つのリストに記述されてい
るオブジェクトの番号を指定する。図８（ａ）に示すような再生を行うようにディスクに
記録されているので、第一オブジェクト７５３にはオブジェクト番号２、第二オブジェク
ト７５４にはオブジェクト番号３が記述される。
【００８２】
同期プログラム再生リスト７５１を指定して再生コマンドがデータ送受信装置に対して送
信されてくると、データ送受信装置は同期プログラム再生リスト７５１のリストヘッダ７
５２から同期再生すべきリストを判断し、各リストに記述されている順序、再生タイミン
グで図８（ａ）に示すようにオーディオデータ、静止画データ、歌詞ファイルの再生を行
う。
【００８３】
また、図８（ａ）の静止画データの再生タイミング等を外部機器から変更したい場合には
、プログラム再生リスト７０１に対して変更を加える。例えば、プログラム再生リストの
構成を図９に示す構成に変更すると、同期再生の結果は図８（ｂ）のようになる。ここで
は、再生タイミング情報９４４、９４６、９４８も変更されているとする。
【００８４】
プログラム再生リスト７０１に対する変更は、光ディスク１０７に記録され、次回光ディ
スク１０７を再生した際には、図９のプログラム再生リストが生成される。
【００８５】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに
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対する歌詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインタ
ーフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そ
のリスト構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理
情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストファ
イルの管理情報のリストへのポインタを記述する。そしてＡＶデータの再生中に静止画デ
ータをどのタイミングでどの期間だけ表示するかをプログラム再生リストとして記述し、
ＡＶデータのリスト、テキストファイルのリスト、プログラム再生リストを同期して再生
するような再生コマンドを外部機器から受信すると、ＡＶデータ、静止画データ、テキス
トファイルを同期して再生する。また、プログラム再生リストに記述されている静止画の
再生タイミング等が外部機器から変更されると、それを記録媒体の管理情報に反映する。
【００８６】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータ、静止画データ、
テキストファイル等のデータを外部機器からの制御により同期して再生することができ、
かつ静止画データの出力タイミング等も外部機器から制御することができる。
【００８７】
（実施の形態７）
本発明のデータ送受信装置の第六の実施の形態について、図１、図６、図７、図１０を用
いて説明する。
【００８８】
図１０（ａ）は第六の実施の形態のリスト構造の概要を示した模式図である。第六の実施
の形態で説明したように、光ディスク１０７に記録されているオーディオデータ、静止画
データ、テキストファイルの同期再生方法は、コンテンツリスト２７１およびその下の階
層のリストであるオーディオリスト６０１、静止画リスト６３１、テキストファイルリス
ト６５１、およびプログラム再生リスト７０１、同期プログラム再生リスト７５１により
表現される。そして外部機器から同期プログラム再生リスト７５１を指定した再生コマン
ドを受信すると、これらのリストに記述された同期再生を開始する。
【００８９】
ここではこれらのリスト以外に図１０（ｂ）に示すリストを生成する。これらのリストの
詳細構造に関しては、第六の実施の形態で説明したものと同様であるので割愛する。図１
０（ｂ）のリストはユーザ定義の再生方法を記述するためのリストであり、これらのリス
トに記述された内容は光ディスク１０７には記録されず、一時的な再生方法となる。
【００９０】
プログラム再生リスト１０５１は、プログラム再生リスト１０５２、１０５３、１０５４
を下の階層のリストとして有するリストである。プログラム再生リスト１０５２はオーデ
ィオデータのユーザ定義の再生順序を記述するリストであり、プログラム再生リスト１０
５３は静止画データのユーザ定義の再生順序を記述するリストであり、プログラム再生リ
スト１０５４はテキストファイルのユーザ定義の再生順序を記述するリストである。
【００９１】
そして同期プログラム再生リスト１０６０は、プログラム再生リスト１０５２、１０５３
、１０５４の同期関係を記述するためのリストである。そして、外部機器から同期プログ
ラム再生リスト１０６０を指定した再生コマンドを受信すると、これらのリストに記述さ
れた同期再生を開始する。同期プログラム再生リスト１０６０を用いることにより、図８
の再生方法とは異なる同期再生を一時的に実現することができる。
【００９２】
ここで、プログラム再生リスト７０１に対して静止画データの再生タイミング等を外部機
器から書き込むとそれは光ディスク１０７に反映され、プログラム再生リスト１０５３に
対して静止画データの再生タイミング等を外部機器から書き込んでもそれは光ディスク１
０７に反映されない。したがって、そのリストを書き換えるとその内容が光ディスク１０
７に反映されるか否かの情報をプログラム再生リストまたは同期プログラム再生リストの
リストヘッダに記述する。
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【００９３】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに
対する歌詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインタ
ーフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そ
のリスト構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理
情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストファ
イルの管理情報のリストへのポインタを記述する。そしてＡＶデータの再生中に静止画デ
ータをどのタイミングでどの期間だけ表示するかをプログラム再生リストとして記述し、
ＡＶデータのリスト、テキストファイルのリスト、プログラム再生リストを同期して再生
するような再生コマンドを外部機器から受信すると、ＡＶデータ、静止画データ、テキス
トファイルを同期して再生する。また、これらのリストと同様のリストをユーザ定義リス
トとして生成し、ユーザ定義の同期再生方法を記述できるようにする。また、記録媒体に
記録されている同期再生方法を記述するリストには、そのリストに変更を加えるとその変
更が記録媒体に反映されることを示す情報を記述する。
【００９４】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータ、静止画データ、
テキストファイル等のデータを外部機器からの制御により同期して再生することができる
。またこの同期再生を一時的なユーザ定義の方法により行うことができる。また、記録媒
体に記録されている同期再生方法を記述するリストには、そのリストに変更を加えるとそ
の変更が記録媒体に反映されることを示す情報を記述しているので、外部機器からのリス
トの書き換えにより誤って記録媒体の情報を変更することを妨げることができる。
【００９５】
なお、本発明の実施の形態では記録媒体として光ディスクを例に挙げて説明したが、これ
はデータの管理情報、管理情報を記録する記録媒体であれば、磁気ディスク、磁気テープ
、半導体メモリ等であってもかまわない。
【００９６】
また本発明の実施の形態では、ＡＶデータコンテンツとしてオーディオデータを扱う記録
媒体について説明したが、これはビデオデータや静止画を扱う記録媒体であっても良い。
【００９７】
また本発明の実施の形態では、外部の装置が管理情報にアクセスしてきたときに、データ
保持手段１０４に保持された管理情報をリスト変換手段１０９によりリストに変換する構
成について説明したが、常に管理情報をリスト構造でデータ保持手段１０４に保持してい
ても構わない。
【００９８】
また本発明の実施の形態では、ＡＶデータの管理情報の例として、テキスト情報およびテ
キストファイルを挙げ、これらをリスト構造（タイトルリスト２３１、テキストファイル
リスト２３５）で示す場合について説明したが、これは他の管理情報であってもよい。
【００９９】
また本発明の実施の形態では、テキストファイルとして歌詞ファイル、アーティスト情報
ファイルを例として説明したが、これらは他の種類のテキストファイルであってもよい。
【０１００】
また本発明の実施の形態では、オーディオリスト２０１、タイトルリスト２３１、テキス
トファイルリスト２５１がコンテンツリスト２７１の下の階層のリストとして説明したが
、これは他の構造であっても良い。例えば、オーディオリスト２０１とテキストファイル
リスト２５１のみがコンテンツリスト２７１の下の階層のリストであり、タイトルリスト
２３１はコンテンツリストと同階層のリストであるような場合がある。
【０１０１】
また本発明の実施の形態では、テキストファイルリストのオブジェクトに歌詞ファイルリ
ストの属性情報とアーティスト情報ファイルの属性情報の両者を記述したが、これらはデ
ィレクトリオブジェクトを用いることにより、例えば図１１に示すように個別のオブジェ
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クトとして表現してもよい。例えば図２に対してテキストファイルリスト２５１のオブジ
ェクト２５３、２５４をディレクトリオブジェクトとした場合の例を図１１に示す。この
ように個別のオブジェクトにすることにより、データの再生出力を個別に制御することが
できる。
【０１０２】
【発明の効果】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。
【０１０３】
以上のように本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル
等のテキストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている
記録媒体に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管
理情報をリスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキ
ストデータ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオ
ブジェクトには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへの
ポインタを記述する。この際に、ＡＶデータに対応するテキストデータ等が記録媒体に記
録されていない場合には、テキストデータ等のリスト内のオブジェクトを空としておく。
【０１０４】
また本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル等のテキ
ストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体
に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報を
リスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキストデー
タ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェク
トには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへのポインタ
を記述する。そしてＡＶデータが削除された場合には、削除されたＡＶデータに対応する
オブジェクトからリンクされているタイトルリスト内のオブジェクトおよびテキストファ
イル内のオブジェクトも同時に削除する。
【０１０５】
また本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、ＡＶデータに対するタイトル等のテキ
ストデータ、ＡＶデータに対する歌詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体
に対してディジタルインターフェースを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報を
リスト構造で表現する。そのリスト構造としては、ＡＶデータの管理情報、テキストデー
タ、テキストファイルの管理情報毎にリストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェク
トには関連するテキストデータおよびテキストファイルの管理情報のリストへのポインタ
を記述する。そしてあるＡＶデータが分割された場合には、分割された新たに生成された
ＡＶデータに対応するテキストデータ、テキストファイルの管理情報を新しいオブジェク
トとしてテキストデータ、テキストファイルの管理情報のリストに追加する。そして、新
たに生成されたＡＶデータに対応するオブジェクトに、新たに生成されたテキストデータ
、テキストファイルの管理情報のオブジェクトに対するリンク情報を記述する。
【０１０６】
また本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに対する歌
詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインターフェー
スを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そのリスト
構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理情報毎に
リストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストデータおよび
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テキストファイルの管理情報のリストへのポインタを記述する。このリスト生成の際には
、記録媒体を代表する静止画やテキストファイルは、リストの先頭のオブジェクトとして
記述する。また、ＡＶデータの管理情報のリストの先頭のオブジェクトにはディスク全体
の管理情報を記述する。また、ＡＶデータのリストを指定した再生コマンドが外部機器か
ら送信されてきた場合には、ＡＶデータのリストの先頭のオブジェクトは無視して、第二
オブジェクトに対応するＡＶデータから再生を開始する。
【０１０７】
また本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに対する歌
詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインターフェー
スを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そのリスト
構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理情報毎に
リストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストファイルの管
理情報のリストへのポインタを記述する。そしてＡＶデータの再生中に静止画データをど
のタイミングでどの期間だけ表示するかをプログラム再生リストとして記述し、ＡＶデー
タのリスト、テキストファイルのリスト、プログラム再生リストを同期して再生するよう
な再生コマンドを外部機器から受信すると、ＡＶデータ、静止画データ、テキストファイ
ルを同期して再生する。また、プログラム再生リストに記述されている静止画の再生タイ
ミング等が外部機器から変更されると、それを記録媒体の管理情報に反映する。
【０１０８】
また本発明のデータ送受信装置では、ＡＶデータ、静止画データ、ＡＶデータに対する歌
詞などのテキストファイルが記録されている記録媒体に対してディジタルインターフェー
スを介してアクセスする際に、記録媒体の管理情報をリスト構造で表現する。そのリスト
構造としては、ＡＶデータ、静止画データの管理情報、テキストファイルの管理情報毎に
リストを生成し、ＡＶデータのリストのオブジェクトには関連するテキストファイルの管
理情報のリストへのポインタを記述する。そしてＡＶデータの再生中に静止画データをど
のタイミングでどの期間だけ表示するかをプログラム再生リストとして記述し、ＡＶデー
タのリスト、テキストファイルのリスト、プログラム再生リストを同期して再生するよう
な再生コマンドを外部機器から受信すると、ＡＶデータ、静止画データ、テキストファイ
ルを同期して再生する。また、これらのリストと同様のリストをユーザ定義リストとして
生成し、ユーザ定義の同期再生方法を記述できるようにする。また、記録媒体に記録され
ている同期再生方法を記述するリストには、そのリストに変更を加えるとその変更が記録
媒体に反映されることを示す情報を記述する。
【０１０９】
このように本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであ
るテキスト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータ
の管理情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テ
キスト情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテ
キスト情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器から
のアクセスの簡易化を図ることができる。
【０１１０】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであるテキ
スト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理
情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テキスト
情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテキスト
情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器からのアク
セスの簡易化を図ることができる。またこの際に、タイトル等のテキスト情報等が記録媒
体に記録されていなくても空のオブジェクトを生成しておくので、外部機器が新たにタイ
トル等の情報を書き込む場合に、書き込む位置を予め設定しておくことができる。
【０１１１】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであるテキ
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スト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理
情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テキスト
情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテキスト
情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器からのアク
セスの簡易化を図ることができる。またこの際に、ＡＶデータが削除された場合に、削除
されたＡＶデータに対応するオブジェクトからリンクされているタイトルリスト内のオブ
ジェクトおよびテキストファイル内のオブジェクトも同時に削除するので、削除されたＡ
Ｖデータに対応する管理情報や管理情報（テキスト情報やテキストファイル）を外部機器
が削除する必要がなく、リスト管理の一元化を図ることができる。また、記録媒体に記録
された内容を即座にリストに反映することができる。
【０１１２】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであるテキ
スト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理
情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、テキスト
情報およびテキストファイルが同じ構成で記述されているので、外部機器からはテキスト
情報およびテキストファイルに同じ手順でアクセスすることができ、外部機器からのアク
セスの簡易化を図ることができる。またこの際に、あるＡＶデータが分割された場合に、
分割されて新たに生成されたＡＶデータについても、タイトルリスト内のオブジェクトお
よびテキストファイル内のオブジェクトを生成し、新たに生成されたＡＶデータのオブジ
ェクトからリンクを張る。よって、外部機器からのコマンドにより記録媒体に記録されて
いるＡＶデータを分割した場合でも、外部機器からは新たに生成されたＡＶデータに対応
する管理情報や管理情報（テキスト情報やテキストファイル）に対応するオブジェクトを
生成する必要がなく、リスト管理の一元化、処理の簡略化を図ることができる。
【０１１３】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータの属性データであるテキ
スト情報やテキストファイルに対して外部機器からアクセスする際に、ＡＶデータの管理
情報からリンクを辿ることによりアクセスすることができる。またその際には、記録媒体
全体の管理情報や記録媒体を代表する静止画やテキストファイルは、リストの先頭のオブ
ジェクトとして記述されているので、各リストの先頭は必ず記録媒体全体を表現するオブ
ジェクトであることから、リスト構造の統一化を図ることができ、かつ外部機器からこれ
らのデータまたはこれらのデータの管理情報にアクセスする際にアクセスの簡易化を図る
ことができる。また、ＡＶデータのリストを指定した再生コマンドが外部機器から送信さ
れてきた場合には、第二オブジェクトに対応するＡＶデータから再生を開始するので、記
録媒体に記録されたＡＶデータ順に正しく再生を行うことができる。
【０１１４】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータ、静止画データ、テキス
トファイル等のデータを外部機器からの制御により同期して再生することができ、かつ静
止画データの出力タイミング等も外部機器から制御することができる。
【０１１５】
また本発明のデータ送受信装置を用いることにより、ＡＶデータ、静止画データ、テキス
トファイル等のデータを外部機器からの制御により同期して再生することができる。また
この同期再生を一時的なユーザ定義の方法により行うことができる。また、記録媒体に記
録されている同期再生方法を記述するリストには、そのリストに変更を加えるとその変更
が記録媒体に反映されることを示す情報を記述しているので、外部機器からのリストの書
き換えにより誤って記録媒体の情報を変更することを妨げることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を説明するためのデータ送受信装置のブロック図
【図２】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図３】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図４】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
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【図５】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図６】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図７】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図８】本発明の実施の形態を説明するための同期再生例を示す模式図
【図９】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図１０】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図１１】本発明の実施の形態を説明するためのリスト構造を示す模式図
【図１２】従来例を説明するためのリスト構造を示す模式図
【符号の説明】
１０１　記録再生信号処理手段
１０３　システム制御手段
１０４　データ保持手段
１０５　データ送受信手段
１０８　ディジタルインターフェース
１０９　リスト変換手段
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